
５ よしかわ議会だより

正
す
る
。

・
医
療
分
の
所
得
割
の
課
税
率

「
１
０
０
分
の
８
・
４
」→

「
１
０
０
分
の
５
・
７
」

被
保
険
者
均
等
割
の
課
税
額

「
１
万
８
千
円
」→

「
３
万
８

千
円
」

限
度
額
「　

万
円
」→
「　

万

５３

４７

円
」

資
産
割
の
課
税
率
と
世
帯
別
平

等
割
額
を
廃
止
す
る

・
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
の
所
得

割
の
課
税
率
「
１
０
０
分
の
１

・
８
」

被
保
険
者
均
等
割
の
課
税
額
「
８

千
円
」

限
度
額
「　

万
円
」

１２

と
し
て
新
設
す
る
。

・
介
護
分
の
限
度
額
「
８
万
円
」→

「
９
万
円
」

〈
適
用
〉

　

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し
、

２０

平
成　

年
度
以
後
の
国
民
健
康
保
険

２０

税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第　

号
議
案　

吉
川
市
介
護
福
祉

１５
総
合
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

老
人
保
健
法
の
一
部
改
正
に
伴
う

所
要
の
改
正
、
平
成　

年
度
の
介
護

２０

保
険
料
の
激
変
緩
和
措
置
、
介
護
福

祉
施
策
の
一
部
変
更
を
す
る
た
め
の

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

第　

号
議
案　

吉
川
市
乳
幼
児
医

１６
療
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　

第　

号
議
案　

吉
川
市
ひ
と
り
親
家

１７
庭
等
の
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第　

号
議
案　

吉
川
市
重
度
心
身

１８
障
害
者
医
療
費
支
給
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第　

号
議
案　

吉
川
市
国
民
健
康

１９
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第　

号
議
案　

吉
川
市
消
防
委
員

２０
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例　
　
　
　

　

当
市
と
松
伏
町
の
消
防
行
政
の
円

滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
新
た
に
吉

川
松
伏
消
防
組
合
に
お
い
て
消
防
に

関
す
る
委
員
会
を
設
置
し
た
い
の
で
、

提
出
す
る
も
の
で
す
。

第　

号
議
案　

市
道
の
路
線
認
定
及

２１
び
廃
止
に
つ
い
て

〈
認
定
〉

　

２－

１
７
７
３
号
線
（
中
曽
根
）

〈
廃
止
〉

　

２－

１
０
０
２
号
線
（
小
松
川
）

第　

号
議
案　

監
査
委
員
の
選
任
に

２２
つ
い
て

　

監
査
委
員
の
大
泉
將
平
氏
が
平
成

　

年
４
月　

日
を
も
っ
て
任
期
満
了

２０

２２

と
な
る
た
め
、
再
度
選
任
す
る
こ
と

に
つ
い
て
同
意
を
得
る
も
の
で
す
。

第　

号
議
案　

教
育
委
員
会
委
員

２３
の
任
命
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　

　

教
育
委
員
会
委
員
の
木
村
弘
子
氏

が
平
成　

年
４
月　

日
を
も
っ
て
任

２０

２２

期
満
了
と
な
る
た
め
、
再
度
選
任
す

る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
も
の

で
す
。

諮
問
第
１
号　

人
権
擁
護
委
員
の
推

薦
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
権
擁
護
委
員
の
鈴
木
慶
子
氏
が

平
成　

年
６
月　

日
を
も
っ
て
任
期

２０

３０

満
了
と
な
る
た
め
、
そ
の
後
任
者
と

し
て
戸
張
美
枝
氏
を
推
薦
す
る
こ
と

に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
も
の
で
す
。

補補

正正

予予

算算

第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２４

１９

市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

５
５
１
０
万
５
千
円
を
減
額

〈
歳
入
〉
寄
付
金
の
計
上

地
方
交
付
税
・
財
政
調
整

基
金
の
減
額
な
ど

〈
歳
出
〉
光
熱
水
費
の
増
額

　
　
　
　

後
期
高
齢
者
制
度
に
伴
う

　
　
　
　

シ
ス
テ
ム
の
改
修
委
託
料

　
　
　
　

な
ど 

第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２５

１９

市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
３
号
）　
　
　
　
　
　
　

１
５
７
万
４
千
円
を
増
額

〈
歳
入
〉
国
庫
負
担
金
の
増
額

〈
歳
出
〉
徴
収
補
助
員
報
酬
の
増
額

国
の
交
付
金
シ
ス
テ
ム
改

修
に
伴
う
運
営
事
業
費
の

増
額
な
ど

　
　
　
　

第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２６

１９

市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
３
号
）

７
０
５
万
２
千
円
を
減
額

〈
歳
入
〉
受
益
者
負
担
金
の
増
額

〈
歳
出
〉
雨
水
施
設
維
持
管
理
費

　
　
　
　

中
川
流
域
下
水
道
負
担
金

　
　
　
　

事
業
費
の
減
額
な
ど

第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２７

１９

市
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）

第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２８

１９

市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

９
３
８
２
万
６
千
円
を
減
額

〈
歳
入
〉
介
護
給
付
費
の
法
定
負
担

金
の
減
額
な
ど

〈
歳
出
〉
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付

費
な
ど
の
保
険
給
付
費
の

減
額
な
ど

第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２９

１９

市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
収
益
的
支
出
〉

１
０
１
５
万
２
千
円
を
増
額

　
　

固
定
資
産
除
去
費
の
増
額
な
ど

〈
資
本
的
収
入
〉

２
４
７
８
万
円
を
減
額

　
　

工
事
負
担
金
の
減
額
な
ど

〈
資
本
的
支
出
〉

１
億
９
８
６
万
３
千
円
を
減
額

契
約
額
の
確
定
に
よ
る
配
水
管

布
設
工
事
費
の
減
額
な
ど

当当

初初

予予

算算

第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３０

２０

市
一
般
会
計
予
算

１
４
５
億
１
０
０
０
万
円

（
前
年
度
比　

・
７
％
）

９５

第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３１

２０

市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

　

億
２
３
８
３
万
７
千
円

５９（
前
年
度
比　

・
７
％
）

９５

第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３２

２０

市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算

　

億
８
７
４
１
万
円

１３（
前
年
度
比　

・
６
％
）

７３

第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３３

２０

市
老
人
保
健
特
別
会
計
予
算
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